
町
や
道
な
ど

か
ら
の
お
知

ら
せ
で
す
。

お
知
ら
せ

　
令
和
４
年
度
に
下
水
道
本
管
工

事
を
実
施
し
整
備
を
完
了
し
た
区

域
で
は
、
３
月
31
日
㈮
か
ら
公
共

下
水
道
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　
供
用
開
始
を
予
定
し
て
い
る
区

域
を
確
認
し
た
い
方
は
、
区
域
図

面
を
水
道
課
お
よ
び
住
民
サ
ー
ビ

ス
課
で
縦
覧
に
供
し
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
供
用
開
始
に
伴
う
、
受
益
者
負

（
分
）
担
金
等
に
つ
い
て
は
、
供

用
開
始
区
域
の
対
象
者
の
方
に
各

戸
配
布
等
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

縦
覧
期
間

　
３
月
17
日
㈮
〜
31
日
㈮

　
　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

（
平
日
の
み
）

縦
覧
場
所

・
水
道
課
（
総
合
庁
舎
）

・
住
民
サ
ー
ビ
ス
課
（
総
合
支
所
）

問
合
せ

　
水
道
課
下
水
道
グ
ル
ー
プ

☎
㉒
２
７
３
０

▲国税庁ホームペー
ジ「所得税の確定申
告についてのお知ら
せ（自宅等からのｅ−
Tａｘ申告について）」

　
令
和
４
年
分
の
所
得
税
お
よ
び

復
興
特
別
所
得
税
な
ら
び
に
贈
与

税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
は

３
月
15
日
㈬
、
消
費
税
お
よ
び
地

方
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）
の
確

定
申
告
書
の
提
出
期
限
は
３
月
31

日
㈮
で
す
。

　
期
限
間
際
に
な
る
と
、
確
定
申

告
会
場
は
大
変
混
雑
し
ま
す
の

で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、

多
く
の
方
が
訪
れ
る
確
定
申
告
会

場
で
は
な
く
、
ぜ
ひ
自
宅
で
の
申

告
書
の
作
成
と
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、

パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な

ど
か
ら
、
所
得
税
・
消
費
税
・
贈

与
税
の
申
告
書
を
作
成
し
、
ｅ‒

Ｔ
ａ
ｘ
（
電
子
申
告
）
等
で
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
左
記
二
次
元
バ
ー

コ
ー
ド
か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

自動車税種別割の住所変更をお忘れなく
　自動車税種別割は、４月１日時点の登録に基づいて課税される税金です。
・引っ越しで住所が変わったときなどは、運輸支局で変更登録をしてください
　次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。
　・住所が変わったとき（変更登録）
　・自動車を売買したとき（移転登録）
　・自動車を使用しなくなったとき（抹消登録）
　令和５年度の自動車税種別割納税通知書を確実にお届けするために、３月中に手続きをお願いし
ます。
・変更登録が間に合わないときは
　道税ホームページの「自動車税種別割住所変更手続」から納税通知書の送付先の
　変更をしてください。右記二次元バーコードからアクセスできます。
　　URL：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/address/index.html
問合せ　札幌道税事務所自動車税部　☎ 011−746−1190

公
共
下
水
道
供
用
開
始
予

定
区
域
縦
覧
の
お
知
ら
せ

・ ・

・ ・

確
定
申
告
書
は
自
分
で
作

成
し
て
お
早
め
に

・ ・

・ ・
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